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文化学園大学大学院学則 

 

第１章 総 則 

 

 （目的） 

第１条 文化学園大学大学院（以下「本大学院」という。）は、「新しい美と文化の創造」を建学の精

神とし、文化学園大学の各学部の教育を基礎に、被服学・生活環境学・国際文化に関するより高度

な学術の理論を教授研究するとともに、これを応用・展開する能力を涵養し、文化の進展に寄与す

ることのできる人材を育成することを目的とする。 

 

 （専攻） 

第２条 本大学院に次に掲げる研究科、課程を置く。 

  研究科、専攻及び学生の定員は次のとおりとする。 

                              入学定員     収容定員 

生活環境学研究科 被服環境学専攻   博士後期課程       ２名        ６名 

被服学専攻     博士前期課程      ２０名   ４０名 

生活環境学専攻   修士課程       ６名   １２名 

国際文化研究科  国際文化専攻   修士課程          ６名   １２名 

 

（研究科・専攻の人材養成目的） 

第３条 生活環境学研究科は、大学の服装学部・造形学部における教育・研究に立脚し、人間を取り

巻く生活環境を体系的かつ総合的にとらえ、より高度な学術研究を通して、各領域における課題探

求能力に優れ、社会で指導的役割を果たすことのできる創造性豊かな人材の育成を目的とする。 

 (1) 被服環境学専攻（博士後期課程）は、服装を人間に最も近い生理的・物理的・社会的・文化的

環境としてとらえ、基盤となる諸領域の基礎理論を確実に理解し課題解決に向けた発展的研究能

力を涵養するとともに、被服環境全体を俯瞰する幅広い総合力と国際的コミュニケーション能力

を有する指導的人材の育成を目的とする。 

 (2) 被服学専攻（博士前期課程）は、服装学部の教育研究を基礎に、より専門的かつ高度な知識・

技術を習得し、研究方法を体得することを通じて、服装の教育研究分野における研究者、並びに、

アパレル産業分野で活躍する高度な専門的知識を持った人材の育成を目的とする。 

 (3) 生活環境学専攻（修士課程）は、造形学部の教育研究の基礎の上に、より専門的かつ高度な知

識・技術を習得させ、研究方法を体得させることを通じて、建築・住居・インテリア・生活造形

等の生活環境に関する研究者及び創造的かつ高度な専門的知識を持った人材の育成を目的とする。 

２ 国際文化研究科は、大学の現代文化学部における教育・研究に立脚し、人間文化を多様な観     

点からとらえ、より高度な学術研究を通して、人間文化に関する課題探究能力に優れ、国際社会で

指導的役割を果たすことのできる創造性豊かな人材の育成を目的とする。 

 (1) 国際文化専攻（修士課程）は、現代文化学部の教育・研究の基礎の上に、より専門的かつ高度

な知識・技術を習得し、研究方法を体得することを通して、国際文化学・国際ファッション学・

健康心理学に関する研究者及び創造的かつ高度な専門的知識を持つ真の国際人の育成を目的とす
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る。 

 

 （修業年限） 

第４条 修業年限は博士前期課程・修士課程２年、博士後期課程３年とする。 

 

第２章 授業科目・単位数及び履修方法 

 

 （授業科目、単位数及び履修方法） 

第５条 本大学院の授業科目、単位数及び履修方法を別表１に定める。 

   

第３章 試験・課程修了の認定・学位授与 

 

 （単位認定） 

第６条 本大学院において、所定の授業科目を履修した者に対しては、試験を行い合格した者に単位

を与える。 

 

 （試験及び成績評価） 

第７条 試験及び成績判定の方法は、研究科委員会がこれを定める。 

２ 成績評価は、試験成績（リポート、論文、作品を含む）・平常成績・出席状況を総合して決定し、

その科目の総合点は次による。 

80 点以上を A 又は S、70 点以上 80 点未満を B、60 点以上 70 点未満を C、60 点未満を E とし、C 以

上を合格、E を不合格とする。 

本大学院では評価の制度を厳格にし、学生の学習意欲を育てる意味で、A評価対象者の中で特段に

優秀な学生に S 評価を与えることができる。 

 なお、S評価はA評価対象者の中でも特段に成績優秀であり、出席や学習に対する意欲等において、

他の学生の模範となる場合に与えるものとする。 

 

 （修了） 

第８条 本大学院生活環境学研究科被服環境学専攻（博士後期課程）に３年以上在学し所定の科目に

ついて 10 単位以上を習得し、かつ、必要な研究指導を受け博士論文の審査及び最終試験に合格した

者を、被服環境学専攻（博士後期課程）の修了者とする。 

２ 本大学院生活環境学研究科被服学専攻（博士前期課程）に２年以上在学し所定の科目について 30

単位以上を習得し、かつ、必要な研究指導を受け修士論文の審査及び最終試験に合格した者を、被

服学専攻（博士前期課程）の修了者とする。 

３ 本大学院生活環境学研究科生活環境学専攻（修士課程）に２年以上在学し所定の科目について 30

単位以上を習得し、かつ、必要な研究指導を受け修士論文又は修了作品の審査及び最終試験に合格

した者を、生活環境学専攻（修士課程）の修了者とする。 

４ 本大学院国際文化研究科国際文化専攻（修士課程）に２年以上在学し所定の科目について 32 単位

以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け修士論文の審査及び最終試験に合格した者を、国際文

化専攻（修士課程）の修了者とする。ただし、実技又は実地調査を伴う研究分野においては、作品
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又は報告書の提出をもって修士論文の一部とすることができる。 

 

（学位） 

第９条 修了者には、文化学園大学学位規程の定めるところにより次の学位を授与する。 

 博士（被服環境学） 生活環境学研究科被服環境学専攻   博士後期課程 

 修士（被服学）   生活環境学研究科被服学専攻   博士前期課程 

 修士（生活環境学） 生活環境学研究科生活環境学専攻   修士課程 

 修士（国際文化学） 国際文化研究科国際文化専攻   修士課程 

 

 （免許状） 

第10条 本大学院生活環境学研究科被服学専攻において、家庭の教科についての高等学校教諭専修免

許状を取得するためには教育職員免許法及び同法施行規則に規定する所定の単位を履修しなければ

ならない。 

 

第４章 入学・休学・退学・転学 

 

 （入学時期） 

第11条 入学の時期は、毎学年の始めとする。 

 

 （入学資格） 

第12条 博士前期課程及び修士課程の入学資格は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１） 大学を卒業した者 

（２） 本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（３） 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者 

（４） 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上）を修了し、高度専門士の資格を取得した者 

（５） 文部科学大臣の指定した者 

２ 博士後期課程の入学資格は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１） 修士の学位を有する者 

（２） 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 

（３） 本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

 

 （入学試験） 

第13条 入学志願者には入学試験を行う。 

 

第14条 入学志願者は、指定期日までに別表２に定める入学検定料を添えて、募集要項に定める書類

を提出しなければならない。 

 

 （休学・退学・再入学） 

第15条 病気その他の事情により休学又は退学しようとする者は、保証人連署で願い出て、本大学院

の許可を受けなければならない。 
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２ 休学期間は原則として在籍年数に算入する。ただし、研究科委員会の議を経て、当該休学期間を

在籍年数に算入しないことができる。 

３ 退学者で再入学を願い出る者については、正当な事由ありと認めた場合、退学許可後１カ年以内

に限り、無試験により原籍に編入することがある。 

 

 （転学・転入学） 

第16条 他の大学院から本大学院へ、また本大学院から他の大学院へ転学しようとする者は、所定の

手続をとらねばならない。 

２ 他の大学の大学院から転入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可する

ことができる。 

３ 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学

すべき年数については、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 

  

第17条 本大学院において博士前期課程又は修士課程に４年、博士後期課程に６年在籍し、なお修了

未決定の者については、除籍となる。 

 

第５章 職員及び運営組織 

 

 （職員） 

第18条 本大学院の教員は、文化学園大学の教員の中から学長が命ずる。その他の職員は、文化学園

大学の事務職員、技術職員及び司書をもって充てる。 

 

 （研究科委員会） 

第19条 本大学院の各研究科に研究科委員会を置く。 

  研究科委員会に関する規程は別に定める。 

 

第６章 研究生・科目等履修生及び研修生 

 

 （研究生） 

第20条 本大学院において特定事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、研究科

委員会において選考の上、学長が研究生としてこれを許可することができる。 

２ 研究生の入学検定料・入学金及び学費を別表３のとおり定める。 

 

 （科目等履修生） 

第21条 特定の科目を選んで履修を志願する者があるときは、研究科委員会において選考の上、学長

が科目等履修生としてこれを許可することができる。 

２ 科目等履修生の入学検定料・入学金及び履修費を別表４のとおり定める。 

 

 （研修生） 

第22条 公共団体その他の機関から本大学院へ、研修題目を定めて研修を願い出たときは、研究科委
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員会において選考の上、学長が研修生としてこれを許可することができる。 

２ 研修生の入学検定料・入学金及び学費を別表５のとおり定める。 

 

第23条 研究生・科目等履修生及び研修生に関しては別に規程を設ける。 

 

第７章 学年・学期及び休業日 

 

 （学年・学期） 

第24条 本大学院の学年・学期及び休業日に関する事項は、文化学園大学学則第９章の規程を準用す

る。 

 

第８章 入学検定料・入学金・学費 

 

 （入学検定料・入学金・学費） 

第25条 入学検定料、入学金は別表２及び別表６に定めるとおりとする。 

２ 授業料、施設費、図書費、演習実習費（以下、「学費」という。）は、別表６に定めるとおりとす

る。前期後期各納入指定日より６ヵ月以内に学費が納入なき場合は除籍する。除籍された学生が再

入学を願い出た場合は第15条の規定を準用する。 

 

（学費等の返還） 

第26条 既納の学費は、いかなる理由があっても返還しない。ただし、入学前の 3 月31日までに入学

を取消した場合の学費はこの限りではない。 

２ 校外における研修等のために別途徴収する科目履修のための費用を納入後にやむを得ず参加不能

となった場合は、費用の全額又は一部を返金することがある。 

 

    第９章 賞 罰 

 

第27条 賞罰に関しては、文化学園大学学則第 10 章の規程を準用する。 

 

第10章 雑 則 

 

第28条 この学則の施行について必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学長がこれを定める。 

 

附 則 

 この学則は、昭和 47 年４月１日制定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 49 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 52 年４月１日改定施行する。 
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附 則 

 この学則は、昭和 53 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 54 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 55 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 56 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 57 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 58 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 59 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 60 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 61 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 62 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、昭和 63 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は平成元年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成３年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成４年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成５年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成６年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成７年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成８年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成９年４月１日改定施行する。 
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附 則 

 この学則は、平成 10 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成 11 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成 12 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成 13 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 この学則は、平成 14 年４月１日改定施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成15年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成15年度の入学生から適用し、現に在学する学生には、なお、従前の学則とする。

ただし、家政学研究科から生活環境学研究科への研究科名の変更及び、第７章については、現に在

学する学生にも適用する。 

附 則 

 この学則は、平成 16 年４月１日改定施行する。 

附 則 

 第８条第３項は、平成 17 年１月 23 日から改定施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 17 年４月１日改定施行する。 

２ 第９条の規定は、現に在学する学生についても平成 17 年 10 月１日改定施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 18 年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成 18 年度の入学生から適用し、現に在学する学生には、なお、従前の学則とする。

ただし、第８条第４項及び第 25 条については、現に在学する学生にも適用する。 

   附 則 

１ この学則は、平成 19 年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成 19 年度の入学生から適用し、現に在学する学生については、なお、従前の学則

とする。ただし、第 18 条については、現に在学する学生にも適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成 20 年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成 20 年度の入学生から適用し、現に在学する学生については、なお、従前の学則

とする。ただし、第 23 条については、現に在学する学生にも適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成 21 年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成 21 年度の入学生から適用し、現に在学する学生については、なお、従前の学則

とする。ただし、第１条、第２条、第３条、第 25 条、第 26 条については、現に在学する学生にも

適用する。 
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附 則 

１ この学則は、平成 22 年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成 22 年度の入学生から適用し、現に在学する学生については、なお、従前の学則

とする。 

附 則 

１ この学則は、平成 23 年４月１日改定施行する。 

２ この学則は、平成 23 年度の入学生から適用し、現に在学する学生については、なお、従前の学則

とする。ただし、校名変更及び第 15 条については、現に在学する学生にも適用する。 
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別表１ 

（１）生活環境学研究科 被服環境学専攻 

専攻講座２科目４単位選択及び３科目６単位以上選択、合計５科目 10 単位以上 

履修しなければならない。 

 

（２）生活環境学研究科 被服学専攻 

  

授 業 科 目 単位数 備 考 
 
被服材料化学論  
被服材料物理論  
服装機能生理論  
服装機能形態論  
被服表面機能論  
被服表面物性論  
服装造形論  
服装設計情報論  
服装デザイン論  
服装社会論Ⅰ 
服装社会論Ⅱ 
ファッションビジネス経営論Ⅰ 
ファッションビジネス経営論Ⅱ 
ファッション文化論Ⅰ 
ファッション文化論Ⅱ 
服装史論  
  

 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

授 業 科 目 単位数 備 考 

 
ファッションテキスタイル特論Ⅰ 
ファッションテキスタイル特論Ⅱ 
ファッションテキスタイル特論演習 
ファッションテキスタイル特論実験 
服装機能学特論Ⅰ 
服装機能学特論Ⅱ 
服装機能学特論演習 
服装機能学特論実験 
服装社会学特論Ⅰ 
服装社会学特論Ⅱ 
服装社会学特論演習Ⅰ 
服装社会学特論演習Ⅱ 
ファッションビジネス特論Ⅰ 
ファッションビジネス特論Ⅱ 
ファッションビジネス特論演習Ⅰ 
ファッションビジネス特論演習Ⅱ 
ファッション文化特論Ⅰ 
ファッション文化特論Ⅱ 
ファッション文化特論演習Ⅰ 
ファッション文化特論演習Ⅱ 
服装造形学特論Ⅰ 
服装造形学特論Ⅱ 
服装造形学特論演習 
服装造形学特論実験 
被服図学特論 
服装設計情報特論 
衣生活情報特論  
数理統計学特論 
多変量解析特論 

 
２※ 
２※ 
１※ 
１※ 
２※ 
２※ 
１※ 
１※ 
２※ 
２※ 
１※ 
１※ 
２※ 
２※ 
１※ 
１※ 
２※ 
２※ 
１※ 
１※ 
２※ 
２※ 

    １ 
１※ 

    ２ 
    ２ 
    ２ 
    ２ 
    ２ 

 



10 

 
（ア）被服学特別研究（10 単位）のほかに指導教授の指示により 20 単位以上合計 30 単位以上履修 

しなければならない。 

（イ）高等学校教諭１種免許状（家庭）取得済で、高等学校専修免許状取得希望の場合は※印の科目 

中 24 単位選択。 

 

（３）生活環境学研究科 生活環境学専攻 

  
（ア）生活環境学特別研究（10 単位）のほかに指導教授の指示により 20 単位以上、合計 30 単位以上 

履修しなければならない。 
（イ）一級建築士受験資格取得済で、大学院における実務経験（１年）取得希望の場合は◇印科目６ 

単位、○印科目４単位、◎印科目８単位以上選択。 

授 業 科 目 単位数 備 考 
 
産業経済特論 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｻｲｴﾝｽ特論 
服装心理学特論 
文化人類学特論 
染織文化論 
服装デザイン学特論 
日本服装史特論 
西洋服装史特論 
官能評価法特論 
官能評価法特論演習 
テキスタイル企画特論 
テキスタイル企画特論演習 
Academic Writing 
Giving Presentations in English 
生活環境学特別講義Ａ 
生活環境学特別講義Ｂ 
被服学特別研究 

 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 ２※ 
 ２※ 
２ 
１ 
２ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１０ 

 
 
 
 
 
 
 

授 業 科 目 単位数 備 考 
 
生活造形デザイン演習 
生活美学論 
身体美学論 
芸術学 
比較造形論 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ論 
環境工芸論  
建築・インテリア研究方法論 
建築・インテリア研究実践演習 
日本近代都市論 
住様式・住居計画論 
居住環境論 
建築安全性能論 
建築企画論 
集合住宅デザイン演習 
地域施設デザイン演習 
インテリアデザイン論 
インターンシップⅠ 
インターンシップⅡ 
官 能 評 価 法 特 論 
官能評価法特論演習 
Academic Writing 
Giving Presentations in English 
生活環境学特別講義Ａ 
生活環境学特別講義Ｂ 
生活環境学特別研究 

 
１０ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

  ２ 
  ２ 
  ２◎ 
  ２◎ 
  ２◎ 
  ２◎ 
  ２◎ 
  ２○ 
  ２○ 
  ２ 
  ４◇ 

２◇ 
２ 

  １ 
  ２ 

２ 
  ２ 
  ２ 
１０ 
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（４）国際文化研究科 国際文化専攻 

  
演習科目（８単位）のほかに指導教授の指示により研究科目・特論科目から 24 単位以上、合計 32

単位以上履修しなければならない。 
生活環境学研究科被服学専攻、生活環境学専攻及び国際文化研究科国際文化専攻において、指導教

授の指示により他専攻の科目を修了に必要な単位数として、最高８単位まで認めることができる。た
だし、当該授業科目の担当教員の認めたものに限る。 
 

別表２ 入学検定料                   （単位：円） 

 入学検定料 

生活環境学研究科 

国際文化研究科 

                  35,000 
留学生                                                                                                         10,000 
博士前期課程から博士後期課程への志願者のみ       15,000 

 

授 業 科 目 単位数 備 考 
 
●国際文化専修 
比較文化研究演習 
比較文化研究Ａ 
比較文化研究Ｂ 
比較文化研究Ｃ 
比較文化研究Ｄ 
比較文化研究Ｅ 
比較文化研究Ｆ 
比較文化研究Ｇ 
比較文化特論Ａ 
比較文化特論Ｂ 
比較文化特論Ｃ 
比較文化特論Ｄ 
比較文化特論Ｅ 
比較文化特論Ｆ 
国際ファッション文化研究演習 
国際ファッション文化研究Ａ 
国際ファッション文化研究Ｂ 
国際ファッション文化特論Ａ 
国際ファッション文化特論Ｂ 
国際ファッション文化特論Ｃ 
国際ファッション文化特論Ｄ 
国際ファッション文化特論Ｅ 
国際文化研究特別講義 
 
●健康心理学専修 
健康心理学研究演習 
健康心理学研究Ａ 
健康心理学研究Ｂ 
健康心理学研究Ｃ 
健康心理学特論Ａ 
健康心理学特論Ｂ 
健康心理学特論Ｃ 
健康心理学特論Ｄ 
健康心理学特論Ｅ 
健康心理学特論Ｆ 
国際文化研究特別講義 
 

   
 
８ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
８ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
２ 
 
 
８ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
２ 
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別表３ 

（１）研究生 入学検定料・入学金（単位：円） 
入学検定料 入 学 金 

18,000 76,000 
 

（２）研究生 授業料    （単位：円） 

授業料（６ヵ月） 授業料（１ヵ年） 

350,000 700,000 

 

別表４ 

（１）科目等履修生 入学検定料・入学金（単位：円） 

入学検定料 入 学 金 

18,000 76,000 
 

（２）科目等履修生 履修費        （単位：円） 

演習実習科目（１単位） 講 義 科 目 

（１単位） 履 修 料 演習実習料 

30,000 30,000 20,000 

 

別表５ 

（１）研修生 入学検定料・入学金（単位：円） 
入学検定料 入 学 金 

18,000 76,000 
 

（２）研修生 授業料   （単位：円） 

授業料（６ヵ月） 授業料（１ヵ年） 

350,000 700,000 

 

別表６ 学費（年間）                              （単位：円） 

項目 入学金 授業料 施設費 図書費 演習実習費 

外部 300,000 725,000 175,000 24,500 153,000 

内部 130,000 725,000  150,000 24,500 153,000 

２・３年次（年間）  施 設 費      150,000 

演習・実習費         163,000 

 


